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はじめに 

 

昭和 57 年 3 月に放射性物質自動車運搬技術検討会が、1973 年版 IAEA 輸送規則の

適用指針との整合も考慮しつつ、「放射性物質の自動車運搬に係る積載方法の安全性に関

する技術基準の適用指針について（報告書）」（以下、「固縛指針」という。）を取りまとめた。

以来、我が国における放射性物質の自動車運搬の技術的基準として、安全輸送を行うため

には無くてはならないものとなっている。 

ただ固縛指針は、策定されてから既に 29 年が経過しており、放射性物質輸送を取り巻く

環境は固縛指針が策定された当時とは大幅に変化し、また IAEA 輸送規則も改訂を重ねて

きた。 

このため今日まで放射性物質輸送の安全性に大いに貢献してきた固縛指針も、現在の視

点で一度見直しを図っておく必要があるとの考えから、IAEA 輸送規則との整合性、国内関

係法令等との整合性及び輸送方式の変化への対応等について調査を行った。また調査結

果を改訂版として取りまとめた。 

今後改訂版が、放射性物質安全輸送の確保に一層貢献することになれば幸いである。 
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輸送物等は、運搬中において移動、転倒、転落等により、輸送物 

の安全性が損なわれないように積載しなければならない。 

 

運輸省令 

核燃料物質等車両運搬規則第 4 条第 2 項 

放射性同位元素等車両運搬規則第 4 条第 2 項 

 

 

 



放射性物質の自動車運搬に係る積載方法の安全に関する技術基準の適用指針 

 

1.基本的考え方 

① 通常状態において走行に伴って発生する慣性力によって、輸送物が移動または転倒しない

こと。 

② 通常予想される交通事故時において衝突に伴って発生する慣性力によって、輸送物が車

両から脱落することがないこと。 

③ 事故時等に固縛装置に発生する過大な荷重によって、輸送物がその性能を阻害されること

がないこと。 

注 「移動」には、ロープの伸び等に伴う微小な移動及び積載方法の機構に起因する移動を

含まない。 

 

2.適用範囲 

この適用指針は、BU 型輸送物、BM 型輸送物、A 型輸送物、ＩＰ-3 型輸送物、ＩＰ-2 型輸送物、 

ＩＰ-1 型輸送物、L 型輸送物並びにこれらの核分裂性輸送物及び六ふっ化ウラン輸送物の積載

について適用する。 

 

3.用語の定義 

本適用指針に用いる用語の定義は関係法令によるほか、次によるものとする。 

① 輸送物･････････核燃料輸送物及び放射性輸送物（オーバーパック及びこれらが収納され

ているコンテナを含む） 

② 固縛････････････輸送物を車両に固定しまたは留めること 

③ 固縛装置等･････固縛するための用具の総称 

④ アタッチメント････輸送物に取付けられている固縛のための金具等 

⑤ 止め木･････････車両に取付けられた輸送物の滑動を防止するための木または金具 

⑥ 単独固縛･･･････個々の輸送物について、それぞれ個別に固縛すること 
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4.固縛方法 

(1) 固縛装置の設計 

固縛装置は、下記に示す通常時条件及び事故時条件において作用する場合に発生する力に

耐えうる強度を有していなければならない。 

ただし、速度等を制限することによって、明らかに下表の加速度を生ずることがない場合には、

これによらないことができる。 

① 通常時条件 

ｱ) 固縛装置は、表 a の適用輸送物について、表 b に示すそれぞれの方向の加速度が同時

に作用する場合に発生する力に耐える強度を有しなければならない。 

 表a 適用輸送物 

 

 

 

 

 

 

 

ただし、50kg 未満のＡ型輸送物、IP-3 型輸送物及び IP-2 型輸送物を非開放型の車両に

より運搬する場合で、運搬中において移動、転倒、転落等により、輸送物の安全性が損なわ

れないように積載し、かつ、輸送物が車両より逸脱しないよう措置が講じられている場合は、

これらの措置を固縛に代えることができる。 

ｲ) 固縛装置の強度計算の基本となる荷重は、JIS 等に定める使用荷重とする。特に定めのな

いものについては、その破壊荷重を適切な安全係数で除した許容荷重とする。 
 

② 事故時条件 

ｱ) 事故時とは自損事故による正面衝突の場合を指すものとし、この場合固縛装置は、事故時

を想定し設計されている以下の適用輸送物のいずれかに該当する輸送物については、前方

上下方向 2 G(＊) 
前後方向 2 G 
左右方向 1 G 

BU 型輸送物、BM 型輸送物、A 型輸送物 

IP-3 型輸送物、IP-2 型輸送物 

核分裂性輸送物、六ふっ化ウラン輸送物 

※ L 型輸送物及び IP-1 型輸送物については（3)参照 

表b 設定加速度 

(*) 重力加速度は含まず 
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向約 10G（（他の一般交通の規制などにより明らかに事故被害の軽減が図られる場合は相

当な値）によって発生する力が作用した場合において安全上問題がないことを確認しなけれ

ばならない。 

なお、この場合における後方向及び左右方向についても、適切な数値をもって確認しなけ

ればならない。 
表c 適用輸送物 

 BU 型輸送物、BM 型輸送物、 

核分裂性輸送物、六ふっ化ウラン輸送物  

ｲ) 固縛装置の強度の確認の基本となる荷重は、破壊荷重とする。 

 

(2) 固縛装置の設計上の要求事項 

① 固縛装置の強度計算においては、輸送物と車両の間に働く摩擦力は、原則として無視して

計算すること。 

② 固縛装置は、それに発生可能な最大荷重によって、アタッチメントを除く輸送物のいかなる

部位にも降伏強度を超える応力を発生させないこと。なお、アタッチメントを使用する場合に

あっては、アタッチメントの破壊強度は、固縛装置の破壊強度より大きくなければならない。 

③ 固縛用材は、JIS 規格品等その品質が信頼できるものを用いるとともに、使用にあたっては、

当該用材の特質を十分配慮しなければならない。（参考資料-１参照） 

④ 車両のフレーム、荷台等は、固縛に使用する場合、4(1)①及び 4(1)②に規定する強度を有

しなければならない。 

⑤ 重量輸送物は、ボルト固定による単独固縛とすることが望ましい。 

⑥ 輸送物の複数個を単独固縛以外の方法で固縛する場合は、必要に応じて輸送物間で衝突

エネルギーの分散を考慮した配置としなければならない。 

⑦ 固縛の設計にあたっては、その施工が確実にできるよう作業性について配慮しなければな

らない。 

⑧ 固縛の設計にあたっては、ワイヤロープ等の引張部材が車両等に接触しないように配慮し
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なければならない。 

 

(3) 積載及び運搬要領における要求事項 

Ｌ型輸送物及び IP-1 型輸送物については、運搬中において移動、転倒、転落等により、輸送

物の安全性が損なわれないように積載しなければならない。 

BU 型輸送物、BM 型輸送物、A 型輸送物、IP-3 型輸送物、IP-2 型輸送物、核分裂性輸送物

及び六ふっ化ウラン輸送物は、これに加え該当する次の要件を満たさなければならない。また

IP-1 型輸送物においても可能な限り満たすことが望ましい。 

① 重量輸送物の固縛をワイヤロープ等の引張部材による場合は、可能な限り止め木を併用す

ること。この場合、輸送物と止め木間にすき間が生じないようにすること。 

② 固縛にあたっては、固縛用材が仕様に合致していること及び健全であることを確認しなけれ

ばならない。 

③ 固縛装置は、弛緩のないように十分な張力を与えておかなければならない。 

④ 輸送開始前において固縛装置の点検を実施するとともに、輸送途中の休憩時においても適

宜点検を実施しなければならない。 

⑤ 追突事故時等に輸送物が直接衝撃を受けないよう荷台後端との間に空間を設けなければ

ならない。 

⑥ 車両の偏った位置、特に後車軸の後方に集中的に積載してはならない。 

⑦ 車両は、走行安定性及び輸送物の安全性の確保を図るため、輸送物の内容、形状、重量

等を配慮して選定しなければならない。 

⑧ 海上コンテナ等の使用において、当該定格荷重が定められているものについては、その荷

重範囲内で運用しなければならない。 
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参考資料１  主な固縛用材の使用上の留意事項 

(1) ボルト 

① ボルトは、次の事項を満足するものでなければ使用してはならない。 

ｱ) ボルト、ナット、座金を 1 組として、円滑に組合わさること。 

ｲ) ボルト、ナットのそれぞれのネジ部に著しい損傷、摩耗がないこと。 

② 特に短距離以外の輸送、悪路での輸送等にあっては、輸送中の緩みを防止するため、

ダブルナット、バネ座金等を使用しなければならない。 

③ ボルトの締付けが均等になるよう留意しなければならない。 

参考：関連する JIS の規格例を示す。 

B 1180 六角ボルト、B 1181 六角ナット、B 1251 ばね座金 

B 1252 平座金、B 1051（炭素鋼及び合金鋼製締結用部品の機械的性質 

－第１部：ボルト、ねじ及び植込みボルト 

B 1186 摩擦接合用高力六角ボルト・六角ナット・平座金のセット 

(2) ワイヤロープ 

① ワイヤロープは、次の事項を満足するものでなければ使用してはならない。 

ｱ) 一よりの間において素線の数の 10 %以上の素線が切断しているものでないこと。 

ｲ) 直径の減少が公称径の 7 %以上でないこと。 

ｳ) キンクしたものでないこと。 

ｴ) 著しく形くずれ又は著しい腐食がないこと。 

ｵ) 端末止め部が確実に施行され、かつ異状がないこと。 

② 鋭利な角を有する物や、ワイヤロープを傷め易い物を固縛する場合は、当金具等を

用いなければならない。 

③ ワイヤロープの使用にあたっては、端末の止め方、曲げ引張等による強度の低下を考

慮しなければならない。 

参考：関連する JIS の規格例を示す。 
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G 3525 ワイヤーロープ、B 8817 ワイヤーロープスリング 

 

(3) ターンバックル 

ターンバックルは、次の事項を満足するものでなければ使用してはならない。 

① ターンバックル胴、ターンバックルボルトは、円滑に組合わさること。 

② ターンバックル胴、ターンバックルボルトはネジ部に著しい損傷、摩耗のないこと。 

③ 軸心の偏心、曲りのないこと。 

④ アイボルト部の断面径の減少が公称径の 10 %以上でないこと。 

⑤ アイボルト部の内長増が 5 %以上でないこと。 

参考：関連する JIS の規格例を示す。 

F 3307 アンカーストッパ 

F3310 小型アンカーストッパ 

F7020 船用アイボルト付ターンバックル 

 

(4) シャックル 

シャックルは、次の事項を満足するものでなければ使用してはならない。 

① 強度に影響を与えるような有意な変形が認められないこと。 

② 本体及びピンに変形がないこと。 

③ 本体及びピンのネジ部に著しい損傷、摩耗のないこと。 

④ ピン穴とピンとのがたがないこと。 

参考：関連する JIS の規格例を示す。 

B2801 シャックル 

 

(5) フック 

フックは、次の事項を満足するものでなければ使用してはならない。 
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① 断面径の減少が公称径の 10 %以上でないこと。 

② 強度に影響を与えるような有意な変形が認められないこと。 

参考：関連する JIS の規格例を示す。 

F 2105 船用荷役フック 

F 2803 フック 

 

(6) 環フック 

環フックは、次の事項を満足するものでなければ使用してはならない。 

① 断面径の減少が公称径の 10 %以上でないこと。 

② リングの内長増が 5 %以上でないこと。 

 

(7) チェーン 

チェーンは、次の事項を満足するものでなければ使用してはならない。 

① 断面径の減少が公称径の 10 %以上でないこと。 

② 長さの増が 5 %以上でないこと。 

参考：関連する JIS の規格例を示す。 

F 2106 船用一般チェーン 

 

(8) レバーブロック 

レバーブロックは、事項を満足するものでなければ使用してはならない。 

① 円滑に作動すること。 

② ラチェットの歯車、爪のかみ合わせに異常がないこと。 

参考：関連する JIS の規格例を示す。 

B 8819 チェーンレバーホイスト 
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(9) ベルトスリング 

① 全幅にわたって縫目がわかり、たて糸の損傷及び縁の部分のたて糸の損傷、著しい

毛羽立ちがないこと。 

② 目立った切り傷、すり傷、引っかけ傷などがないこと。 

③ 縫製部の剥離がないこと。 

参考：関連する JIS の規格例を示す。 

B 8818 ベルトスリング 

 

(10) アイプレート 

① 強度に影響を与えるような有意な変形が認められないこと。 

② 目立った損傷、摩耗のないこと。 

 

(11) すみ金具、ツイストロック等 

① コンテナは下部の四つのすみ金具を用いて車体に支持・緊縛すること。 

② すみ金具、ツイストロックについては JIS の規格(ISO 規格)の基準を満たすものを使

用すること。 

参考：関連する JIS の規格例を示す。 

Z 1616 国際貨物コンテナ－すみ金具 
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参考資料 2  強度計算例 

(1) ボルトによる固縛 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加速度・ x によって生じる力には、Q1 と Q2 が等しく耐える。 

∴Q1x=Q2x 

加速度αy によって生じる力には、Q1 と Q４が等しく耐える。 

∴Q1y=Q４y 

ボルト 1 に最大の引張力が生じる。 

Q1=Q1x＋Q1y 

Ο′Ο を支点とする転倒を考えると、 

2
a

2
a

＝2Q1x l x Wαxh＋Wαz －W

x

z 1h2
l

ax ）＋（αα −
4
Ｗ

∴ Q1x＝ ・  
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Ο′′Ο を支点とする転倒を考えると、 

2
b

2
b

＝2Q1y l y Wαyh＋Wαz －W

y

zy b
l

)1(h2 −+ αα
4
Ｗ

∴ Q1y＝ ・  

Q1＝Q1x＋Q1y 

⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧ −+

+
−+

y

zy

x

zx ba
ll

)1(h2)1(h2 αααα
4
Ｗ

＝ ・  

よってボルト 1 に生じる引張応力は、 

Ｓ

Ｑ1
1σ ＝  

⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧ −+

+
−+

y

zy

x

zx ba
ll

)1(h2)1(h2 αααα
Ｓ

Ｗ

4
・  ＝

 

一方、ボルト 1 に生じる剪断応力はαx とαy の合成加速度αxy によって、 

22
yx αα +αxy＝  

Ｓ

Ｗ

4
xyα

Ｓ

Ｗ

4
22
yx αα +1τ ＝ ＝  

 

剪断歪エネルギー説によって引張応力 、剪断応力 を合わせると、 1σ 1τ

2
1

2
1 3τ+σtσ ＝  

2
y

2
x

2

y

zy

x

zx 33
b)1(h2a)1(h2

α+α+
⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧ −α+α

+
−α+α

llＳ

Ｗ

4
 ＝
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(2).ワイヤロープによる固縛（止め木有り） 

① ワイヤロープに働く力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加速度αx によって生じる力には P1 と P2 が等しく耐える。 

∴ P1x＝P2x 

加速度αy によって生じる力には P1 と P4 が等しく耐える。 

∴ P1y＝P4y 

ワイヤロープ 1 に最大の引張力が生じる。 

∴ P1＝P1ⅹ＋P1y 
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止め木が有効に機能し、 を支点とする転倒を考えると、 Ο′Ο

2
a

2
a

Wαxh＋Wαz －W  

＝2cP1x cosθ  cosϕ  +2 a P1x sinθ  

θϕθ
αα

sin cos cos c
h2)1( x

a
az

+
+−

　4
Ｗ

∴ P1x＝ ・  

Ο′′Ο を支点とする転倒を考えると、上と同様に 

θϕθ
αα

sin sin cos c
h2)1(

b
b yz

+

+−

　4
Ｗ

P1y＝ ・  

P1＝P1x+P1y 

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

+

+−
+

+
+−

θϕθ
αα

θϕθ
αα

sin sin cos c
h2)1(

sin cos cos c
h2)1( x

b
b

a
a yzz

　　4
Ｗ

＝  

 

② 止め木に働く力 

加速度αx が働いたときに、止め木に生じる前後方向の力 Fx を考える。 

輸送物の移動を止めている力は、摩擦を無視して、P1、P2、Fx であるとすると、 

P1＝P2 であるから、 

Wαx＝2P1 cosθ  cosϕ  +Fx 

ここで加速度は前後方向と上下方向だけを考えているから、 

θϕθ
αα

sin cos cos c
h2)1( x

a
az

+
+−

　4
Ｗ

P1＝P1x＝ ・  

θϕθ
αα

sin cos cos c
h2)1( x

a
az

+
+−

　2
Ｗ

∴ Fx＝Wαx－ ・ ・cosθ  cosϕ  

加速度αy が働いたときに、止め木に生じる左右方向の力 Fy は、上と同様にして、 

θϕθ
αα

sin sin cos c
h2)1(

b
b yz

+

+−

　2
Ｗ

Fy＝Wαy－ ・ ・cosθ  sinϕ  
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(3) ワイヤロープによる固縛（止め木無し） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加速度αx によって生じる力には P1 と P2 が等しく耐える。 

∴ P1x＝P2x 

加速度αy によって生じる力には P1 と P4 が等しく耐える。 

∴ P1y＝P4y 

加速度αz によって生じる力には P1、P2、P3、P4 が等しく耐える。 

∴ P1z＝P2z＝P3z＝P4z 

最大の引張力を生じるワイヤロープは 1 であり、その力の大きさは、 

P1＝P1x+P1y+P1z  
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加速度αx に対して前後方向の力の釣り合いは、 

Wαx＝2P1x cosθ  cosϕ  

ϕθ
α
cos cos 2
ｘＷ

∴ P1x＝  

加速度αy に対して上と同様にして、 

ϕθ
α

sin cos 2
ｙＷ

P1y＝  

加速度αz に対して、上下方向の力の釣り合いは、 

Wαz＝W＋4P1z sinθ  

θ
α
sin4

)1( −zＷ
∴ P1z＝  

最大引張力は、 

P1＝P1x＋P1y＋P1z 

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ −

++
θ

α
ϕθ

α
ϕθ

α
sin 2

1
sin coscos cos 2

zｙｘＷ
＝  
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(4) ワイヤロープ（8 本）による固縛（止め木有り） 

① ワイヤロープに働く力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加速度αx によって生じる力には Pi1、Po1、Pi2、Po2 が耐える。 

Pi1x＝Pi2x 

Po1x＝Po2x 

加速度αy によって生じる力には Pi1、Po1、Pi4、Po4 が耐える。 

Pi1y＝Pi4y 

Po1y＝Po4y 

ワイヤロープ 1i、1o に最大の張力を生じる。 

Pi1＝Pi1x＋Pi1y 

Po1＝Po1x ＋Po1y 
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止め木が有効に機能し、 を支点とする転倒を考えると、転倒力 Rx は、 Ο′Ο

2
a

2
a22 c+xlRx = Wαxh＋Wαz －W  

22

zx

c
2

1)(h

+

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

x

a

l

－＋Ｗ αα
∴ Rx＝  

一方、Ｐi1x と Po1x の間の関係は、それぞれがＤx の方向となす角を ixψ 、 oxψ とすると、 

2
x

2

2
2

2
2

2

2

2

2
2

c1c
 sin

c2

c
tan
cos

c
tan
sin

c
sin

cc1c

l

ll

＋・
　

・

　

　

　

　

　

i

xi

i

i

i

ix

θ

θ
ϕ

θ
ϕ

θ ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−−⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

cos ixψ =  

2
x

2

2
2

2
2

2

2

2

2
2

c1c
 sin
c2

c
tan
cos

c
tan
sin

c
sin

cc1c

l

ll

＋・
　

・

　

　

　

　

　

o

xo

o

o

o

ox

θ

θ
ϕ

θ
ϕ

θ ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−−⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

cos oxψ =  

式を変形すると、 

2
x

2

i

c1

cos  coscsin

l

l

＋

　　 ii
x

θϕθ +
cos ixψ =  

 

2
x

2c1

cos  coscsin

l

l

＋

　　 oo
x

o θϕθ +
cos oxψ =  

 

変化量が微小であり、Dx の方向に dx であったとするとワイヤロープ 1i、1o の伸び量はそれ

ぞれ 

dx cos ixψ 、dx cos oxψ  
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となる。 

このとき、弾性変形による仕事量 U はワイヤロープの長さを 、 、断面積Ａ（共通）、縦

弾性係数 E（共通）とすれば、 

il ol

( ) ( ) xx
2

x
2

x dRcosd
2
AEcosd

2
AE

−+ ox
o

ix
i

ψψ
ll

　　
U＝  

xd∂
∂Ｕ

＝０より 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

o

ox

i

ix

ll

ψψ 22
x

coscos
AE

R
dx＝  

i　θsin
c

oθsin
c

ここで  ＝il 、 ＝ol  

( )ooxiix θψθψ sincossincosAE
cR

22
x

+
・

∴dx＝  

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
++⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

22

x

2
x

2

x

cos  coscsinsincos  coscsinsinAE

c1 cR

oo
x

ooiiii 　　　　

・

θϕθθθϕθθ
ll

l
 ＝

 

2
1cosdAE

x
　

・・
　

ix
i

ψ
l

Pi1x＝  

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
++⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
++

22

x

x
2
x

2

x

cos  coscsinsincos  coscsinsin2

cos  coscsinsinc1R

oo
x

ooiiii

iiii

　　　　

　　　

θϕθθθϕθθ

θϕθθ

ll

ll
=  

 

2
1cosdAE

x
　

・・
　

ox
o

ψ
l

Po1x＝  

 18



⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
++⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
++

22

x

x
2
x

2

x

cos  coscsinsincos  coscsinsin2

cos  coscsinsinc1R

oo
x

ooiiii

oooo

　　　　

　　　

θϕθθθϕθθ

θϕθθ

ll

ll
=  

Rx を代入すると、 

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
++⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡

22

x
x

x
zx

cos  coscsinsincos  coscsinsin2

cos  coscsinsin
2

1)(hW

oo
x

ooiiii

iiii
a

　　　　

　　－＋

θϕθθθϕθθ

θϕθθαα

ll
l

l
Pi1x＝  

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
++⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡

22

x
x

x
zx

cos  coscsinsincos  coscsinsin2

cos  coscsinsin
2

1)(hW

oo
x

ooiiii

oooo
a

　　　　

　　－＋

θϕθθθϕθθ

θϕθθαα

ll
l

l
Po1x＝  

加速度αy によって生じる を支点とする転倒を考えると、上と同様にして、 Ο′′Ο

22

zy

c
2

1)(h

+

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

y

b

l

－＋Ｗ αα
 Ry＝

2
y

2

i

c1

cos  sincsin

l

l

＋

　　 ii
y

θϕθ +

cos iyψ =  

2
y

2c1

cos  sincsin

l

l

＋

　　 oo
y

o θϕθ +

cos oyψ =  
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⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
+

o

oy

i
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ll

ψψ 22

y

coscos
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dｙ＝  

2
1cosdAE

y
　

・・
　

iy
i

ψ
l

Pi1y＝  

2
1cosdAE
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o

ψ
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より 
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⎥
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⎢
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⎠
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⎜
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θϕθθαα
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l
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Pi1＝Pi1x＋Pi1y より 

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
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Po1＝Po1x＋Po1y より 

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠
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θϕθθαα

ll
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l  ＋

② 止め木に働く力 

加速度αx が働いたときに、止め木に生じる前後方向の力 Fx を考える。 

輸送物の移動を止めている力は、摩擦を無視して、Pi1、Pi2、Po1、Po2、Fx であるとすると、加速

度は前後方向と上下方向だけを考えているから、 

Pi1＝Pi1x、Pi2＝Pi2x、Po1＝Po1x、Po2＝Po2x 

また Pi1x＝Pi2x、Po1x＝Po2x より 

Wαx＝2Pi1x cos iϕ cos iθ +2Po1x cos oϕ cos oθ +Fx 

∴Fx＝Wαx－ 
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⎦
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加速度αy が働いたときに、止め木に生じる左右方向の力 Fy は、上と同様にして、 
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